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情報公開文書 

聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得ら

れた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚

生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さん

のお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされ

ております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体や

カルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以

下の「問い合わせ先」へご照会ください。 

[研究課題名]  

医療型障害児入所施設に入所する重症心身障害児(者)の口腔ケアに関する後ろ向き観察研究 

[研究機関名] 聖隷三方原病院  

[研究機関の長] 荻野和功 

[研究責任者]白鳥園枝（看護部・看護師）  

[研究の概要]  

 目的・方法（研究期間も含む） 

目的：医療型障害時入所施設に入所している重症心身障害児（者）に行われている口腔ケ 

アの現状を明らかにし、重症心身障害児（者）の口腔内の清潔を保つ効果的なケアについ 

て検討することを目的としています。 

方法：本研究は診療録から得た情報を用いた後ろ向き観察研究です。 

研究期間：2020年7月1日から2021年12月31日までです。 

 対象となる患者さん 

2020年2月から2020年6月30日の間に聖隷おおぞら療育センター2号館を利用した重症（児）

者を対象とします。 

 研究に用いる試料・情報の種類 

試料：なし 

カルテ情報：年齢、性別、身長、体重、入院歴、歯科受診の状況、疾患および障害、日常 

の生活状況（安静度、座位保持可能の有無）、栄養状況、看護師が行った口腔内の清潔を 

保つケアの内容、検温表など 

なお、本研究で使用するデータは、今後、医療型障害児入所施設に入所する重症（児）者 

の口腔ケアの検討に関する研究で二次利用する可能性があります。その際には、改めて研 

究計画書を作成し、倫理委員会の承認を得た上で実施します。 

 

 [問い合わせ先および研究への利用を拒否する場合の連絡先]  

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 

聖隷おおぞら療育センター 看護師 白鳥園枝 

電話 053-436-1251  FAX 053-438-2971 


